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主 文             

１ 三鷹労働基準監督署長が原告に対して平成１６年１０月７日付けでした

労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の

処分を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由             

第１ 請求の趣旨 

   主文と同旨 

第２ 事案の概要等 

   本件は，株式会社Ｐ１（以下「本件会社」という。）に雇用されていたＰ２

の妻である原告が，三鷹労働基準監督署長（処分行政庁）に対して，Ｐ２が精

神障害を発病して自殺したのは過重な業務に従事したことに起因するものであ

ると主張して，労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）に基づ

く遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ，平成１６年１０月７日付

けでこれをいずれも支給しない旨の処分（以下「本件各処分」という。）を受

けたことから，その取消しを求めた事案である。 

 １ 前提となる事実（当事者間に争いがない事実，各所に記載した証拠及び弁論

の全趣旨によって容易に認めることができる事実） 

  (1) 当事者等 

ア Ｐ２の経歴等（乙１の７３ないし７５頁，乙６，１６） 

 Ｐ２（昭和▲年▲月▲日生）は，大学卒業後，平成１１年４月１日に本

件会社に正社員として入社し，α店鮮魚部において勤務し，平成１２年１

０月１日付けでサブチーフに就任し，平成１４年７月１日付けでⅤ等級の

資格に昇格し，平成１５年３月１６日付けでβ店に異動して鮮魚部サブチ

ーフとして勤務し，同年６月１日付けでγ店に異動すると同時にチーフに

就任し，死亡時まで，同店において鮮魚部チーフとして勤務していた。 
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 Ｐ２は，平成▲年▲月▲日午前５時３０分ころ，東京都調布市＜以下略

＞前路上に駐車したＰ２所有の普通乗用自動車運転席において，刃渡り４

０センチメートルの柳刃包丁で自己の左胸部を刺し，切刺傷による出血性

ショックにより死亡した（死亡時２７歳）。 

イ Ｐ２の家族関係等（乙１２，１６） 

 Ｐ２は，死亡時まで，東京都調布市δにおいて，妻である原告，原告と

の間の長男，実母Ｐ３，祖母Ｐ４，実姉Ｐ５，その夫及び実姉とその夫の

間の長女と同居していた。 

ウ 本件会社の目的及び規模等（乙１の８３頁，乙２３） 

 本件会社は，東京都立川市に本社を置き，スーパーマーケットチェーン

「Ｐ１」を中心とした生鮮食品・一般食品・家庭用品・衣料品等の小売業

等を目的とする資本金８９億８１００万円（平成１５年３月時点）の株式

会社であり，平成１６年３月３１日現在で，１都５県に合計１２７店舗を

有し，従業員数は，正社員１９０６名，パート・アルバイト４６５２名で

ある。 

エ 社員の身分及び等級・資格等（乙２０） 

 本件会社の社員の身分の種類は，①管理者（ＭⅣ・ＭⅢ・ＭⅡ・ＭⅠ等

級），②役付者（Ⅶ等級），③専任職者（Ⅳ・Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ等級），④一般

社員（Ⅵ・Ⅴ・Ⅳ・Ⅲ等級）とされ（就業規則５条），本件会社の社員の

等級にはⅠ等級からＭⅣ等級までの１１等級があり，一般社員の新卒採用

者の初任資格は，高校卒業者がⅢ等級１号，短大卒業者がⅢ等級１１号，

大学卒業者がⅣ等級１号である（職能等級資格制度規程４条，９条）。 

 原告は，一般社員の大学卒業者に当たる。 

(2) 本件訴訟に至る経緯 

 原告は，三鷹労働基準監督署長（処分行政庁）に対して，平成１６年２月

２５日付けで，Ｐ２の死亡は本件会社において過重な業務に従事したことに
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起因するものであるとして，労災保険法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の

給付を請求したが，同監督署長は，同年１０月７日付けでこれらをいずれも

支給しない旨の本件各処分をした（乙１の４３ないし４７頁）。 

 そこで，原告は，本件各処分を不服として，労働者災害補償保険審査官に

対し，同年１１月１５日付けで審査請求をしたが，同審査官は，平成１７年

１０月１１日付けでこれを棄却する旨の決定をした（乙１の２２３，２２４

頁，乙１０）。 

 これに対し，原告は，上記棄却決定を不服として，労働保険審査会に対し，

平成１７年１０月２０日付けで再審査請求をしたが，同審査会は，平成１９

年７月３０日付けでこれを棄却する旨の裁決をし，そのころ，原告に交付し

た（乙１の１頁，乙１１）。 

(3) 行政通達による判断指針 

 厚生労働省（中央省庁等改革基本法等の実施に伴う厚生労働省設置法施行

以前においては労働省をいう。以下同じ。）では，精神障害の業務起因性に

関する判断基準について，平成９年１２月に，精神医学，心理学及び法学の

専門家によって構成された「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」（以

下「専門検討会」という。）を設置し，同検討会が平成１１年７月に取りま

とめた「精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告書」（乙３）を踏まえ

て，同年９月１４日付けで，厚生労働省労働基準局長通達である「心理的負

荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」（基発第５４４号。

乙２。以下「判断指針」という。）を各都道府県労働基準局長あてに発出し

た。 

 その後，厚生労働省は，労働環境の急激な変化等により，業務の集中化に

よる心理的負荷，職場でのひどいいじめによる心理的負荷など，新たな心理

的負荷が生ずる出来事が認識されてきたことを受け，「職場における心理的

負荷評価表の見直し等に関する検討会」を設け，同検討会における検討結果
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を踏まえて，判断指針の評価表等を改正し，平成２１年４月６日付けで，厚

生労働省労働基準局長通達（基発第０４０６００１号）を各都道府県労働局

長あてに発出した（乙２４。以下「改正判断指針」という。）。 

 判断指針・改正判断指針は，心理的負荷による精神障害等の発病が業務上

によるものと認定されるための具体的条件を定めたものであるところ，その

概要は，別紙１のとおりである。 

 ２ 争点 

   Ｐ２の精神障害の発病及び死亡が業務に起因するものと認められるか否か。 

 ３ 争点に関する当事者の主張の要旨 

【原告の主張】 

  (1) 業務起因性に関する法的判断の枠組み 

 業務起因性を判断するに当たっては，判断指針・改正判断指針を参考にし

つつも，被災者について生じた事実経過に即して具体的に心理的負荷の強さ

を判断すべきである。 

 すなわち，心理的負荷を伴う出来事は，発病前少なくとも１年間について

検討すべきであり，本件では，平成１５年３月のβ店への異動も出来事とし

て考慮すべきである。また，発病後の事情も発病した精神障害を増悪させる

ものとして検討すべきであり，本件では，同年１０月２日に上司らが辞職を

願い出たＰ２を長時間職場に拘束して慰留したことも考慮すべきである。そ

して，心理的負荷の強度の評価は，同種労働者の中でその性格傾向が最もぜ

い弱な者を基準とすべきである。 

  (2) Ｐ２の精神障害の発病 

 Ｐ２は，遅くとも平成１５年９月末ころまでに，うつ病と推定される精神

障害を発病していたというべきである。 

  (3) Ｐ２が業務により受けた心理的負荷の強度 

ア Ｐ２の労働時間 
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 Ｐ２の時間外労働時間は，別紙２「労働時間集計表」のとおりであると

ころ，以下(ア)ないし(カ)記載の各日時・店舗における労働時間中には，

タイムカードに記録されていない日の労働及びタイムカードに記録された

時間を超える労働（以下，便宜上，「タイムカード外労働」ということが

ある。）があるため，タイムカードに基づく労働時間の算定を以下(ア)な

いし(カ)記載の内容のとおり修正すべきである（なお，タイムカード外労

働の根拠とされる資料は，Ｐ２作成にかかる手帳〔以下，単に「手帳」と

もいう。〕，Ｐ２の実母であるＰ３の日記，Ｐ２の家族の記憶，Ｐ２の死

亡直後に家族が本件会社関係者から聴取した内容，Ｐ２が使用していた携

帯電話の料金明細内訳書〔以下「通話記録」という。〕，Ｐ２が使用して

いた姉名義のガソリンスタンドのポイントカードの利用記録〔以下「給油

記録」という。〕等であり，いずれも信用性が高いというべきである。）。 

(ア) 平成１５年３月１６日から同年５月３１日 β店 

 同店においては，毎日午後７時を過ぎると店長からタイムカードを打

刻するように指示されるため，Ｐ２ら従業員は，毎日約２時間のサービ

ス残業を強いられていた。 

 Ｐ３の日記の記載によれば，３月２１日は，８時間のタイムカード外

労働があったと考えられる。 

 ４月２０日は，α店における歓送迎会を業務とみなして労働時間を算

定すべきである。 

 給油記録によれば，５月１４日は，午後１１時５分まで業務に従事し

ていたと考えられる。 

(イ) 平成１５年６月 γ店 

２日  手帳及びＰ３の日記の記載並びに当時のサブチーフであるＰ６

（以下「Ｐ６サブチーフ」という。）の供述によれば，１４時

間３０分のタイムカード外労働があったと考えられる。 
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３，７，８，１０，１５，１７，２０日 

Ｐ３の日記の記載には，Ｐ２が特別に早く帰宅した旨の記載が

ないため，平均２時間程度のタイムカード外労働があったと考

えられる。 

５日  元同僚であるＰ７との通話を業務とみなして労働時間を算定す

べきである。 

６日  Ｐ３の日記の記載によれば，３時間３０分のタイムカード外労

働があったと考えられる。 

９日  店舗に飾る写真の撮撮時間を業務とみなして労働時間を算定す

べきである。 

１１日 歓送迎会を業務とみなして労働時間を算定すべきである。 

１２日 Ｐ３の日記の記載及び当時のＰ２の業務状況によれば，２時間

３０分のタイムカード外労働があったと考えられる。 

１３日 手帳の記載によれば，１時間３０分のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

１４日 Ｐ３の日記の記載によれば，３時間のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

２２日 手帳の記載及び当時のＰ２の業務状況によれば，２時間のタイ

ムカード外労働があったと考えられる。 

２３日 Ｐ３の日記の記載によれば，１２時間のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

２４日 手帳の記載によれば，１時間３０分のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

２５日 Ｐ７との通話状況によれば，２時間３０分のタイムカード外労

働があったと考えられる。 

２６日 Ｐ３の日記の記載によれば，２時間１５分のタイムカード外労
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働があったと考えられる。 

２７日 手帳及びＰ３の日記の記載並びに当時のＰ２の業務状況によれ

ば，会議及び作業のため１２時間のタイムカード外労働があっ

たと考えられる。 

２８日 手帳によれば，２時間３０分のタイムカード外労働があったと

考えられる。 

３０日 手帳及びＰ３の日記の記載によれば，棚卸し業務等のため４時

間のタイムカード外労働があったと考えられる。 

(ウ) 平成１５年７月 γ店 

２日  手帳及びＰ３の日記の記載によれば，４０分のタイムカード

外労働があったと考えられる。 

５日  Ｐ３の日記には特別に早く帰宅した旨の記載がないため，２時

間程度のタイムカード外労働があったと考えられる。 

７日  Ｐ３の日記の記載及び家族の記憶によれば，１２時間のタイム

カード外労働があったと考えられる。 

９，１０，２３日 

Ｐ７との通話を業務とみなして労働時間を算定すべきである。 

１１日 手帳及びＰ３の日記の記載並びに当時の業務状況によれば，１

１時間１０分のタイムカード外労働があったと考えられる。 

１２，１３日 

手帳及びＰ３の日記には特別に早く帰宅した旨の記載がないた

め，平均２時間程度のタイムカード外労働があったと考えられ

る。 

１７日 家族の記憶によれば，１１時間３０分のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

２０日 家族の記憶によれば，２時間のタイムカード外労働があったと
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考えられる。 

２１日 手帳及びＰ３の日記の記載によれば，１４時間３０分のタイム

カード外労働があったと考えられる。 

２７日 手帳の記載によれば，２時間のタイムカード外労働があったと

考えられる。 

３０日 手帳の記載によれば，３時間３０分のタイムカード外労働が

あったと考えられるほか，Ｐ７との通話１時間を業務とみなし

て労働時間を算定すべきである。 

３１日 Ｐ３の日記の記載によれば，棚卸し業務等のため１時間３０分

のタイムカード外労働があったと考えられる。 

(エ) 平成１５年８月 γ店 

６，２０，２１，２７日 

Ｐ７との通話を業務とみなして労働時間を算定すべきである。 

９日  手帳及びＰ３の日記の記載によれば，１０時間のタイムカード

外労働があったと考えられる。 

１３日 家族の記憶によれば，１３時間３０分のタイムカード外労働が

あったと考えられる。Ｐ７との通話を業務とみなして労働時間

を算定すべきである。 

１６，１７日 

Ｐ３の日記には特別に早く帰宅した旨の記載がないため，平均

２時間程度のタイムカード外労働があったと考えられる。 

２２日 手帳の記載及び家族の記憶によれば，３時間３０分のタイムカ

ード外労働があったと考えられる。 

２８日 手帳の記載及び家族の記憶によれば，１０時間３０分のタイム

カード外労働があったと考えられる。 

(オ) 平成１５年９月 γ店 
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７日  Ｐ３の日記の記載，家族の記憶及び当時のＰ２の業務状況に

よれば，帰宅後１時間のタイムカード外労働があったと考えら

れる。 

８日  手帳及びＰ３の日記の記載によれば，１０時間２０分のタイム

カード外労働があったと考えられる。 

９日  サブチーフのＰ８（以下「Ｐ８サブチーフ」という。）との通

話を業務とみなして労働時間を算定すべきである。 

１０，１１日 

家族の記憶によれば，２時間自宅でタイムカード外労働に従事

したと考えられる。 

１２日 手帳の記載によれば，１２時間１１分のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

１３日 Ｐ７との通話を業務とみなして労働時間を算定すべきである。 

１４日 家族の記憶によれば，８時間自宅でタイムカード外労働に従事

したと考えられる。 

１５日 Ｐ７との通話状況によれば，２時間５５分のタイムカード外労

働があったと考えられる。 

１６日 手帳の記載及び家族の記憶によれば，７時間３９分のタイムカ

ード外労働があったと考えられる。 

１７日 「Ｐ９」との通話を業務とみなして労働時間を算定すべきであ

る。 

１８日 手帳の記載及び家族の記憶によれば，９時間３０分のタイムカ

ード外労働があったと考えられる。 

１９日 「ε店」との通話を業務とみなして労働時間を算定すべきであ

る。 

２０日 手帳の記載，通話記録，家族の記憶及び当時のＰ２の業務状況
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によれば，１０時間１５分のタイムカード外労働があったと考

えられる。 

２２日 手帳の記載，Ｐ８サブチーフとの通話状況及び家族の記憶によ

れば，１時間１６分のタイムカード外労働があったと考えられ

る。 

２３日 手帳の記載及び当時のＰ２の業務の状況によれば，１時間４１

分のタイムカード外労働があったと考えられる。 

２４日 手帳の記載によれば，研修後２時間のタイムカード外労働が

あったと考えられる。 

２５日 手帳の記載によれば，６時間のタイムカード外労働があったと

考えられる。 

２６日 トレーナーのＰ１０（以下「Ｐ１０トレーナー」という。）と

の通話状況及び手帳の記載によれば，２時間１０分のタイムカ

ード外労働があったと考えられる。 

２７日 Ｐ１０トレーナーとの通話を業務とみなして労働時間を算定す

べきである。 

２９日 通話記録及び給油記録によれば，４７分のタイムカード外労働

があったと考えられる。 

３０日 Ｐ８サブチーフとの通話を業務とみなして労働時間を算定すべ

きである。 

(カ) 平成１５年１０月 γ店 

１日  通話状況によれば，１時間２０分のタイムカード外労働があっ

たと考えられる。 

２日  通話状況によれば，１時間２４分のタイムカード外労働があっ

たと考えられる。 

(キ) 以上により，Ｐ２の１か月当たりの時間外労働時間は，発病前７か
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月目（平成１５年３月）が１０４時間５２分，発病前６か月目（平成１

５年４月）が１１８時間３１分，発病前５か月目（同年５月）が１３０

時間３３分，発病前４か月目（同年６月）が１５６時間１１分，発病前

３か月目（同年７月）が１５３時間３５分，発病前２か月目（同年８月）

が１０９時間５６分，発病前１か月目（同年９月）が９１時間５８分と

なる。 

 このように，Ｐ２の時間外労働時間は，改正判断指針によっても，業

務と発病との関連性が強いと評価される８０時間を優に超えており，Ｐ

２の業務は，長時間の過重労働であったと評価される。 

(ク) 特に，γ店の新装開店の直前・直後には，生理的に必要な最小限度

の睡眠時間すら確保できないほどの長時間労働に従事し，心身の極度の

疲弊，消耗を来しており，それ自体が精神障害の発病原因となるおそれ

のある程度の過重労働であるといえる。 

イ Ｐ２の業務の質的過重性 

(ア) β店においては，従業員がタイムカードを打刻した後も引き続き勤

務するいわゆるサービス残業が常態化していた。また，Ｐ２の通勤時間

は，前任地と比較して著しく長くなった。 

(イ) γ店は，かつては高収益店であったが，相次ぐ競争店の出店等によ

り，営業収益が落ち込んでいた。そこで，本件会社は，γ店に巨額の設

備投資をして新装開店することにより，同店を地域一番店にしようと計

画していた。また，本件会社は，γ店の新装開店に当たって，「新装開

店後の計画日商１３１パーセント増」や「鮮魚強化」を目標として掲げ

るとともに，鮮魚売場を顧客から作業場の見える「シースルー方式」に

改装・拡大するなどしており，鮮魚部門をγ店の業績を左右する重要な

部門として位置付けていた。 

 Ｐ２は，平成１５年６月，突然，新装開店を４か月後に控えたγ店に
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異動すると同時に，Ｐ２の職務等級（Ⅴ等級）としては異例の抜てきと

なるチーフに就任し，売上増の期待が大きい鮮魚部門の責任者として，

設備投資に見合う業績回復の期待を集中的に背負い，部門全体に気を配

りつつ，売上ノルマに責任を持たなければならないという重圧を負うに

至った。 

 このような困難な新装開店の準備業務において，Ｐ２の仕事量は質的

にも増大した上，常時行動を共にすることを期待されるトレーナーもお

らず，本件会社からの支援は不十分であった。 

ウ Ｐ２の業務による心理的負荷の強度 

(ア) Ｐ２は，平成１５年３月１６日付けでβ店に異動し，同年６月１日

付けでγ店に異動しており，その都度，「配置転換があった」（心理的

負荷強度「Ⅱ」）こと及び「仕事内容・仕事量の大きな変化があった」

（心理的負荷強度「Ⅱ」）ことに遭遇したといえる。 

 そして，β店においては，サービス残業が常態化し，通勤時間も長く

なったこと，γ店への異動は，先の異動からわずか２か月半後の突然の

ものであった上，Ｐ２の職務等級としては異例のチーフ就任を伴うもの

であり，多忙な通常業務に加えて神経を使う部下の管理業務等も担当し

なければならなくなったことなどを考慮すれば，その業務の質的・量的

変化はいずれも著しく大きいものであったといえる。 

 また，初めてチーフに就任したＰ２が，新装開店を控えたγ店におい

て売上増の重圧が大きい鮮魚部門の責任者になったことは，「新規事業

の担当になった，会社の建て直しの担当者になった」又は「達成困難な

ノルマを課された」（心理的負荷強度「Ⅱ」）に該当する。 

 さらに，Ｐ２は，発病前６か月間において，月平均１００時間を超え

る時間外労働に従事しており，「勤務・拘束時間が長時間化」していた

（心理的負荷強度「Ⅱ」）といえる。 
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 これらの出来事の心理的負荷の程度は，いずれも著しく大きいもので

あり，かつ，複数重なっていることからすれば，心理的負荷の強度は「Ⅲ」

に修正すべきである。 

 さらに，仕事量が著しく増加したこと，職場からの支援が不十分であっ

たことなどを併せ考慮すれば，その心理的負荷は「相当程度過重」又は

「特に過重」に当たるというべきである。 

(イ) γ店の新装開店の直前・直後におけるＰ２の生活状況は，「生理的

に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働により，

心身の極度の疲弊，消耗を来し，それ自体がうつ病の発病原因となるお

それのある」ものであり，心理的負荷強度の総合評価を「強」とすべき

ものであるといえる。 

(ウ) Ｐ２が精神障害を発病した後，上司らは，Ｐ２の様子がおかしいこ

とを認識していたにもかかわらず，退職を願い出たＰ２を３時間余りも

拘束して慰留した。このことも，発病した精神障害を増悪させる相当強

い心理的負荷をもたらした出来事として考慮すべきである。 

(4) Ｐ２には，業務以外の心理的負荷，個体側要因は存在しない。 

(5) 以上のとおり，判断指針・改正判断指針によったとしても，Ｐ２の業務に

よる心理的負荷の強度は「強」と評価されるべきであり，業務起因性が優に

認められるから，本件各処分は違法であり，取り消されるべきである。 

  【被告の主張】 

(1) 業務起因性に関する法的判断の枠組み 

ア 業務起因性が認められるためには，当該業務と当該疾病等との間に条件

関係に加えて相当因果関係が存在することが必要である。 

 業務と精神障害との間の条件関係を肯定するためには，業務上の一定以

上の大きさを伴う客観的に意味のあるストレスが精神障害の発病に寄与し

ており，当該ストレスがなければ精神障害は発病していなかったとの関係
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が高度の蓋然性をもって認められる必要がある。 

 そして，業務と精神障害との間の相当因果関係を肯定するためには，当

該業務に危険が内在していると認められ（危険性の要件），さらに，精神

障害が当該業務に内在する危険の現実化として発病したと認められること

（現実化の要件）が必要である。 

イ 危険性の要件・現実化の要件の判断においては，①日常業務を支障なく

遂行できる労働者を基準とし（平均的労働者説），業務によるストレスが

客観的に精神障害を発病させるに足りる程度の負荷であると認められるこ

と，②当該業務による危険性が，その他の業務外の要因に比して相対的に

有力な原因となって当該精神障害を発病させたと認められることが必要で

ある。 

(2) Ｐ２の精神障害の発病 

    Ｐ２は，遅くとも平成１５年９月末ころまでに，ＩＣＤ－１０のＦ３に分

類される「気分障害」又はうつ病を発病していたと推認される。 

(3) Ｐ２の業務による心理的負荷の強度 

ア 労働時間 

(ア) Ｐ２の時間外労働時間は，原則として，タイムカードに記録された

時刻に基づいて算定すべきである。 

(イ) ただし，以下のとおりの修正を行う。 

ａ 平成１５年６月 

２７日 手帳の記載に基づき，８時間のタイムカード外労働時間を算

定する。 

３０日 本件会社の人事課長のＰ１１（以下「Ｐ１１人事課長」とい

う。）の東京労働局労災補償課地方労災補償訟務官に対する

供述（乙１５，１８。以下「Ｐ１１人事課長の供述」という。）

に基づき，１時間のタイムカード外労働時間を算定する。 
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ｂ 平成１５年７月 

７日  Ｐ１１人事課長の供述に基づき，１時間３０分のタイムカー

ド外労働時間を算定する。 

１１日 手帳の記載に基づき，８時間のタイムカード外労働時間を算

定する。 

ｃ 平成１５年８月 

１３日 Ｐ１１人事課長の供述に基づき，２時間のタイムカード外労

働時間を算定する。 

２２日 算入漏れの８時間の労働時間を算定する。 

ｄ 平成１５年９月 

１２日 算入漏れの８時間の労働時間を算定する。 

１８日，２５日 

手帳の記載及びＰ１１人事課長の供述に基づき，各４時間の

タイムカード外労働時間を算定する。 

(ウ) 以上のとおり，Ｐ２の時間外労働時間は，別紙３「労働時間集計表」

のとおりであり，精神障害発病前６か月間における１か月当たりの時間

外労働時間は，発病前６か月目（平成１５年４月）が７６時間３１分，

発病前５か月目（同年５月）が８２時間３３分，発病前４か月目（同年

６月）が９４時間４２分，発病前３か月目（同年７月）が９０時間４５

分，発病前２か月目（同年８月）が７１時間２６分，発病前１か月目（同

年９月）が３０時間３分である。 

 このように，Ｐ２の時間外労働は，γ店の新装開店準備期間の平成１

５年６，７月においては１か月当たり８０時間を超えているものの，そ

の間，他の従業員も同程度の時間外労働に従事しており，事前に十分予

測された範囲内での時間外労働であったというべきであるから，客観的

に見て，Ｐ２にのみ，強度の心理的負荷があったとはいい難い。 
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(エ) なお，原告が労働時間算定の根拠とするＰ３の日記の記載等は，Ｐ

２の労働時間を直接裏付けるものではなく，Ｐ２の帰宅の遅延や外出の

有無を裏付ける程度のものにすぎないから，その記載等からＰ２の労働

時間を直ちに認めることはできない。 

イ Ｐ２の業務による心理的負荷の強度 

 Ｐ２の精神障害発病のおおむね６か月前の出来事についての検討は，以

下のとおりである。 

(ア) 平成１５年３月のβ店への異動は，「転勤をした」（判断指針・改

正判断指針。心理的負荷の強度「Ⅱ」）に当たり得るが，職種・職務の

変化や転居又は単身赴任を伴うものではないこと，いわゆるサービス残

業が常態化していた事実も認められないこと，同年４月及び５月の平均

時間外労働時間も月８０時間を超えないものであることを考慮すれば，

その心理的負荷の強度は「Ⅰ」に修正されるべきである。 

(イ) 同年６月のγ店へのチーフ就任を伴う異動は，判断指針・改正判断

指針別表１の「役割・地位等の変化」のうち，「転勤をした」（判断指

針・改正判断指針。心理的負荷の強度「Ⅱ」），「自分の昇格・昇進が

あった」（改正判断指針。心理的負荷の強度「Ⅰ」）に該当する。 

 そして，本件会社の人事異動は不定期に行われており，同期入社の従

業員らに比べても，Ｐ２の異動が特別短期間で突然の異動であったとは

いえないこと，チーフ就任はＰ２自身が希望していたものであること，

チーフの業務内容や繁忙さは通常予想される範囲内のものにとどまり，

時間外労働時間が９０時間を超えたのも同月と同年７月の２か月間のみ

であって，同年８月以降の時間外労働時間は大幅に減少していることな

どからすれば，心理的負荷の強度を修正すべき特段の事情があったとは

いえない。 

(ウ) γ店の新装開店準備業務は，判断指針・改正判断指針別表１の「仕
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事の失敗，過重な責任の発生等」のうち，「新規事業の担当になった，

会社の建て直しの担当になった」（心理的負荷の強度「Ⅱ」）に該当す

るものの，γ店が特に業績の悪い店舗であるということはなく，また，

γ店の新装開店事業は，本件会社グループ内で予定されていた複数の新

装開店事業のうちの一つにすぎないこと，新装開店事業は本社が主導し

ており，Ｐ２は，本社トレーナーの指導を受けながら鮮魚売場の展開図

の検討を行うなどの業務に従事していたにとどまることなどからすれ

ば，心理的負荷の強度は「Ⅰ」に修正するのが相当である。 

(エ) そして，平成１５年８月以降は，時間外労働時間が８０時間を超え

ることなく減少していることや，本件会社の本社トレーナーの指導・支

援を受けていることからみて，Ｐ２の業務が「相当程度過重」又は「特

に過重」であったとはいえない。 

(オ) なお，原告は，Ｐ２の精神障害の発病後の事情として，退職を希望

するＰ２を上司らが執拗に慰留したことを指摘し，かかる事情も精神障

害の憎悪要因として考慮すべきであると主張するが，当該事情は何ら「ト

ラブル」に当たるものではないし，また，業務起因性を検討するに当た

り，精神障害発病後の業務上の要因による心理的負荷を考慮するのは，

医学的知見に照らして相当でない。 

ウ したがって，Ｐ２の精神障害発病前おおむね６か月間の業務は，平均的

な労働者を基準として評価した場合，精神障害を発病させるほどの強い心

理的負荷をもたらすものとはいえない。 

(4) Ｐ２の自殺は，衝動的なものであり，個体側の脆弱性によるものと考えら

れる。 

(5) 以上のとおり，Ｐ２の業務には，平均的労働者にとって精神障害を発病さ

せるに足りる強い心理的負荷は認められず，業務の危険性の要件を欠き，業

務と精神障害発病との間に相当因果関係を認めることはできないから，Ｐ２
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の死亡は業務に起因するものとは認められないというべきであって，本件各

処分は適法である。 

第３ 争点に対する判断 

１ 認定事実 

 第２の１の前提となる事実，各所に掲記した証拠及び弁論の全趣旨を総合す

れば，次の事実を認めることができる。なお，日付について，年の記載がない

場合は，平成１５年のことである。 

(1) Ｐ２について 

ア 家族の状況等（甲１０，１１，乙１の４ないし１４頁，乙１６） 

 Ｐ２は，死亡時まで，東京都調布市δに所在するいわゆる二世帯住宅の

１階部分において，妻である原告，原告との間の長男及び実母であるＰ３

とともに居住し，２階部分には，実姉であるＰ５，その夫及び実姉とその

夫との間の長女が居住しており，Ｐ２を含む同居の親族間の交流は緊密で

あり，関係も良好であった。 

イ Ｐ２の性格傾向等 

 Ｐ２の性格傾向等については，各関係者が，三鷹労働基準監督署に対し

て，以下のとおり述べている。 

 「大変仕事熱心である。人なつこく明るく優しい。穏和で，責任感が強

く，忍耐力もある。」（原告，乙１の６３頁），「真面目で優しく，我を

張ることもなく，皆とうまくやっていた。」（γ店店長Ｐ１２〔以下「Ｐ

１２店長」という。〕，乙１の８６頁），「性格は明るくて誰隔てなく会

話をしていた。」（γ店副店長Ｐ１３〔以下「Ｐ１３副店長」という。〕

乙１の８７頁），「真面目で部下の面倒もよく見て，仕事は一生懸命にやっ

ていました。」（エリアグループトレーナーＰ１０〔以下「Ｐ１０トレー

ナー」という。〕，乙１の８９頁），「明るくて人の良い方だった。誰か

らも好感を持たれていた。真面目で仕事はできた。」（γ店鮮魚部Ｐ８サ
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ブチーフ。乙１の９３頁）。 

 Ｐ２は，ビリヤードとパチンコスロットを趣味にしていたほか，読書，

映画鑑賞及び音楽鑑賞も好んでいた（乙１の８０頁）。 

ウ 健康状態等（乙９） 

(ア) 定期健康診断 

 本件会社の定期健康診断（診断項目は胸部エックス線検査，検尿，血

圧測定，視力測定，血液検査及び医師における問診である。）における

Ｐ２の診断結果は，以下のとおりである。 

 平成１２年  いずれも異常所見なし 

 平成１３年  肥満は僅かな所見を認めるが日常生活において特に支

障なし，他は異常所見なし 

 平成１４年   肥満は僅かな所見を認めるが日常生活において特に支

障なし，他は異常所見なし 

 平成１５年  受診していない 

(イ) 受診歴 

 Ｐ２には，アトピー性皮膚炎等による受診歴があるが，精神科への受

診歴はない。 

(ウ) 飲酒，喫煙等 

 Ｐ２には，喫煙の習慣はなく，飲酒もほとんどしなかった（乙１の８

０頁）。 

(2) Ｐ２の本件会社における業務状況等 

ア 本件会社における労働条件等の定め 

(ア) 所定労働時間，所定休日等（乙２０） 

 Ｐ２の所定始業時刻は午前９時，所定終業時刻は午後６時，所定休憩

時間は正午から午後１時の１時間である。 

 所定休日（年間休日）は，原則として法定休日５２日（毎週１回），
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指定休日５２日，年始休日３日（１月１日～１月３日），その他８日で

ある。 

 なお，本件会社は，平成１５年当時，タイムカードに記録された始業

終業時刻に基づく割増賃金の算定をしておらず，Ｐ２に対しては，１か

月当たり一律２８時間分の割増賃金を支払うにとどまっていたため，三

鷹労働基準監督署の指摘を受け，平成１６年２月，Ｐ２の相続人である

原告に対して，割増賃金の不足分を支払った（乙２８）。 

(イ) 本件会社における人事等級及び人事考課の仕組みの概要（乙１の８

２ないし８４，９７，１６１頁，乙１８ないし２０，２８） 

 本件会社の正社員の人事等級にはⅠ等級からＭⅣ等級までの１１等級

あり，一般社員の新卒採用者の初任資格は，高校卒業者がⅢ等級１号，

短大卒業者がⅢ等級１１号，大学卒業者がⅣ等級１号である。 

 そして，Ⅳ等級からⅤ等級に昇格するためには，計数試験を含む筆記，

技能及び面接試験に合格しなければならないほか，利益管理の習得も昇

格試験受験資格に必要な要件である。 

 Ⅲ等級からⅦ等級までの従業員は，能力考課及び成績考課に基づいて

評価される。 

 能力考課の項目は，売場作り・発注等の「基本業務」，販売計画・数

値管理等の「計画業務」，部下育成等の「労務管理業務」である。考課

段階には，「Ｓ」（抜群），「Ａ」（優秀），「Ｂ」（期待どおり），

「Ｃ」（やや劣る），「Ｄ」（劣る）の５段階がある。 

 成績考課の考課要素は，貢献度，執務態度及び数値責任である。数値

責任とは，主に営業部門において各人に与えられた数値予算が対象期間

中にどの程度達成されたのかを評価するものであり，Ⅳ等級，Ⅴ等級の

場合，成績考課全体の中での評価割合は２０パーセントである。 

 考課段階には，「Ｓ」（抜群），「Ａ」（優秀），「Ｂ＋」（期待を上
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回る成果には今一歩であり，また，上位等級の仕事にチャレンジしたが今

一歩であった。），「Ｂ」（期待どおり），「Ｂ-」（期待に対して今一

歩であった。），「Ｃ」（やや劣る），「Ｄ」（劣る）の７段階がある。 

 従業員には，入社時から，加工技術だけでなく労務管理業務も習得し

ていくことが求められ，入社後２年間はほぼ毎月研修が行われる。 

(ウ) 人事異動の発令等 

 本件会社においては，人事異動の発令は，原則として発令日の２週間

以上前に内示することとされており，異動の時期は不定期であるほか，

昇格を伴うこともある。Ｐ２のβ店からγ店への異動のように，直前の

異動と次の異動との間隔が２か月程度というのは，比較的まれであった。 

イ Ｐ２の経歴等（乙６，１６，１８，２１，２２） 

(ア) 経歴 

 Ｐ２は，大学卒業後，平成１１年４月１日付けで本件会社に正社員（一

般社員）として入社し（入社時人事等級Ⅳ等級），同社のα店鮮魚部に

おいて勤務し，平成１２年１０月１日付けでサブチーフに就任し，平成

１４年７月１日付けでⅤ等級に昇格し，平成１５年３月１６日付けでβ

店に異動して鮮魚部サブチーフとして勤務し，同年６月１日付けでγ店

に異動すると同時にチーフに就任し，死亡時まで，同店において鮮魚部

チーフとして勤務していた。 

(イ) Ｐ２の能力考課（乙２１） 

 基本業務 計画業務 労務管理業務 

平成11年1月1日から12月31日 Ｂ Ｂ Ｂ 

平成12年1月1日から12月31日 Ａ Ｂ Ｂ 

平成13年1月1日から12月31日 Ａ Ｂ Ｂ 

平成14年1月1日から12月31日 Ａ Ａ Ｂ 
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(ウ) Ｐ２の成績考課（乙２２） 

 課題達成度 役割業務遂行度  執   務   態   度 

 成果 遂行 レベル 遂行 規律性 責任性 協調性 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 

平成１１年１０月１日

から平成１２年３月３

１日まで（Ⅳ等級） 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

平成１２年４月１日か

ら同年９月３０日まで

（Ⅳ等級） 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

平成１２年１０月１日

から平成１３年３月３

１日まで（Ⅳ等級） 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

平成１３年４月１日か

ら平成１４年９月３０

日まで（Ⅳ等級） 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

 

平成１４年１０月１日

から平成１５年３月３

１日まで（Ⅴ等級） 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ＋ 

 

 

 

ウ Ｐ２のβ店における業務内容（甲１０，１１，乙１の９１，９２頁） 

 Ｐ２は，β店において，鮮魚部サブチーフとして勤務し，チーフを補佐

して発注業務等を行っていた。同店の売上規模は，本件会社が当時経営し

ていた１２７店舗中１０位以内に入る程度であった。 

 Ｐ２の通勤時間は，前任地のα店に勤務していた際と比較して長時間と

なった。 
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エ γ店におけるＰ２の担当業務等 

(ア) Ｐ２のγ店への異動状況等（乙１の８２ないし９６，１６１ないし

１６４頁，乙７，１８，１９，２８） 

 Ｐ２は，β店に異動した３月１６日から約２か月半後の６月１日付け

で，初めてチーフに就任するとともに，新装開店を控えたγ店に異動し

た。 

 本件会社において，チーフという役職は，全正社員の４分の１を占め

るものであり，Ⅵ等級の正社員が就任することが多いが，中にはⅤ等級

で就任する者もいる。Ｐ２と同期入社した大卒の正社員は他に１０名お

り，その中でチーフに就任した者は７名いるが，Ⅴ等級でチーフに就任

したのはＰ２のみであった。また，Ｐ２と同期入社した従業員中，チー

フ就任に伴って異動した者も他に１名いるが，新装開店を控えた店舗へ

の異動ではなかった。 

 Ｐ２は，かねてからチーフに就任することを希望しており，上司であ

るβ店鮮魚部チーフＰ１４（以下「Ｐ１４チーフ」という。）にも自ら

の希望を伝えていたが，チーフ就任が決まった際，家族に対しては，「ど

うしよう。超プレッシャーだよ。」などと話すなど，不安を感じていた

様子であった（甲１０，１１，乙１の９１，９２頁）。 

 他方，Ｐ２のγ店への異動について，本件会社関係者は，要旨以下の

とおり述べている。 

 「Ｐ２は，当時売上が上位にあったβ店のサブチーフで，仕事が前向

きの姿勢で成績もよく，仕事量的にもこなせるだろうと，γ店のチーフ

に抜てきされたと聞いた。」（Ｐ１５部長，乙１の８２ないし８４頁），

「Ｐ２の異動を聞いたときは，あと半年仕事を一緒にできればもっと加

工技量も上がり，また，魚のことももう少し覚えた方が完璧に近くなる

のにと少し残念だった。Ｐ２は急でびっくりしたと言っていたが，喜ん
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ではいたようだった。初めてチーフになって改装を控えている店舗に

移ったことはかなり重圧があったと思う。」（Ｐ１４チーフ。乙１の９

１，９２頁），「γ店への異動時のＰ２への期待は将来に対するもので

ある。」，「新装改造直後はレイアウト，販売計画，商品調達等のチー

フが通常行っている役割を本社主導で行うため，店舗チーフが売上高を

評価，期待される状況ではなかった。Ｐ２に期待されていたのは本社の

応援がなくなる２か月後からである。」（Ｐ１１人事課長，乙１８）。 

(イ) γ店の営業状況等（甲１２の１及び９，乙１の８２ないし９０，９

３ないし９６，１８９ないし１９５頁，乙１８） 

 本件会社は，平成１５年当時，鮮魚部門強化の営業戦略を打ち出して

おり，また，業績改善のための経営政策の一環として，γ店を含む６店

舗についての改装計画を立案し，実施に移していた。当該計画に基づく

γ店への投資額実績は，６店舗中では最も低額であったとはいうものの，

１億６１００万円に上っていた。同店においては，かつて営業利益が毎

年１億５０００万円以上あったが，平成１２，１３年に競合店の出店が

相次いだため，業績が悪化し，平成１５年当時の営業利益は高収益期の

６分の１程度にまで落ち込んでいた。また，同店の売上規模は，本件会

社が当時経営していた１２７店舗中７０位程度にとどまっていた。 

 平成１５年７月１日から同年９月３０日までの間，同店においては，

１階部分を約７０坪増床し，鮮魚売場を５割強拡大したほか，社内報に

おいて「最大のウリ」と称する「シースルー作業場」（顧客から調理作

業場が見通せる作業場）を導入するなどの改装工事が行われた。そして，

同店は，当初の計画どおり，同年１０月１日に新装開店した。 

 また，改装後の計画日商は４２０万円（前年度比１３１パーセント）

であった。 

(ウ) 人員配置等（乙１の５４，８２ないし８４，２１７頁） 
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 平成１５年１０月１日現在におけるγ店の従業員数は，正社員１２名，

パート・アルバイト６４名の合計７６名であった。 

 Ｐ２の上司に当たるのは，Ｐ１５部長，Ｐ１２店長，Ｐ１３副店長で

あった。 

 Ｐ２の所属していた鮮魚部には，チーフのＰ２とその下にサブチーフ

１名（サブチーフまでが正社員である。なお，平成１５年７月までは経

験が浅く技術も未熟なＰ６サブチーフが配置されていたが，同年８月以

降は経験豊富なＰ８サブチーフが配置された。），その他パート・アル

バイト９名（女性）が配置されていた。 

(エ) 鮮魚部の基本的な業務内容等（甲１０，１４の１及び２，乙１の８

２ないし９６，１１７，１６１ないし１６４頁，乙８，１３，１４，１

８，２８） 

 鮮魚部においては，毎朝午前７時ころから午前７時３０分ころまでの

間に，店舗に到着したトラックから鮮魚類を店舗内に運搬し，加工用と

保管用とに仕分し，保管用の商品を収納した上，加工用の鮮魚の加工（切

り身と刺身のスライス），盛り付け，梱包，値付け，商品の陳列等の作

業を行う。 

 午前１０時の開店後は，売場の温度や商品の販売状況をチェックしな

がら，鮮魚を加工して商品を追加して陳列したり，顧客用に鮮魚を加工

したりするほか，電子メールのチェック，売場展開図（特売品を選択し

て配置先を記載した売場レイアウト図）の見直し，これに基づくレイア

ウトの変更，値付け，店内アナウンス，顧客への声掛け等を行う。なお，

鮮魚部の作業は，パート３名が補助している。 

 １日のうちで最も忙しい時間帯は，開店時と午後４時から午後６時こ

ろまでの間であり，商品を補充するのは午後６時ころまでである。 

 鮮魚部門の責任者であるチーフは，午後７時ころまでに翌日の商品の
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発注業務を行った上，翌日の作業割当表や作業指示書等の作成等の作業

に従事し，午後９時には閉店に伴う業務を完了する。なお，作業指示書

等の作成には１時間程度を要することがある。閉店に伴う作業には，廃

棄，収納，温度チェック等があり，アルバイトが行うことが多い。 

(オ) チーフの業務内容等（甲１４の１及び２，甲１５の１ないし１６，

乙１の８２ないし９６，１６１ないし１６４頁，乙７，８，１３，１４，

１８，１９，２８） 

 チーフとしての業務には，上記(エ)記載の業務のほか，①鮮魚部門会

議及び店舗運営本部会議への出席，②売上利益（粗利益）報告，③日々

の販売計画，④部下の育成教育，⑤チラシ作成等がある。 

 すなわち，①の鮮魚部門会議においては，商品の展開方法の確認，売

れ筋商品の確認，商品情報の連絡のほか，年末時には数量計画の設定及

び本社からの伝達指示がある。また，店舗運営本部会議においては，鮮

魚部門会議以外に，店舗クリニックと称する制度（各店舗の売場見学に

より，良い点と悪い点をチェックして討論し，自店の売場設営の参考に

すること）がある。これらはいずれも月１回程度開催される。 

 ②の売上報告には，１週間単位での本社への報告及び月２回の店舗運

営本部への報告がある。これらは，パソコンの売上管理システムから売

上額及び仕入額を把握し，転記して報告するものである。月末の棚卸し

作業は，実際に商品ごとの在庫を確認するため，２時間程度を要する。 

 ③の日々の販売計画については，本社が作成した基本構成を自店の売

上状況によって修正し，数量等をパソコンに入力して，本社へ報告する

こととされている。特売商品は本社で設定し，スポット商品（準特売商

品）は本社から示される数種類の商品の中から自店で選択して数量を決

定し（数量の目安は本社が設定する。），パソコンに入力して本社に報

告することとされている。 
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 ④の部下の育成教育には，部下の正社員及びパート・アルバイトの教

育，成績考査，勤務時間管理等の人事管理業務がある。この点，Ｐ１４

チーフは，自らの経験に照らして，「チーフの仕事では人の管理に一番

気を使う。」，「サブチーフとチーフでは人の管理の面でかなり責任が

違う。」（乙１の９１頁）と述べているし，Ｐ１０トレーナーも，同様

に，「チーフの業務で中心となるのが，部下の育成，教育であり，人に

仕事を教えるというのが，気を使うし難しい。」（乙１の８９頁）と述

べており，人事管理業務は，チーフの各種業務の中でも，困難な業務と

して位置付けられている。 

 ⑤のチラシ作成については，チーフが商品名，サイズ，希望売価等を

記入して店長に提出し，店長の確認後，本社において修正・変更の決定

がなされる。 

(カ) γ店の新装開店準備作業 

ａ 作業スケジュール（乙１の８５ないし８８，９３ないし９６，１８

９ないし１９５頁） 

７月 

店舗建物外工事開始 

８月 

店舗売場内工事開始 

９月１日から７日 

売場展開計画作成（週別），作業割当表作成（日別），オープン前

日作業計画の作成，販売促進物の廃棄・発注，特売品決定，什器備品

の不要物の廃棄・使用する物の保管等 

９月８日から１４日 

売場展開計画作成（日別），作業割当表作成（日別），販売応援体

制の人員確認，特売品・売価チェック，チラシのレイアウト確認等 
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９月１５日 

閉店（午後７時）。１０月１日の新装開店までの２週間は，閉店を

して工事が行われた。 

９月１６日，１７日 

γ店の従業員らの集合研修 

９月１８日から２８日 

他店における研修（店舗運営基準書の理解・習得，オペレーション

の見直しとして前日作業のポイントの確認・開店前作業人員の割当て

・作業導線の確認・什器備品の使用方法の確認等），売場展開図の確

認，特売品数量決定，スポット商品（準特売品）決定，構成台帳の確

認，通常商品の数量決定，特売計画等。チーフ以上は部門ごとの会議

等 

９月２９日 什器搬入 

９月３０日 陳列 

売場展開計画作成（週別），作業割当表の見直し（日別），販売応

援態勢の見直し，販売促進物の準備，作業場の定位置管理，消耗品の

定位置管理等 

ｂ 作業状況等（甲１，乙１の８２ないし８５，８９，９３，２１９，

２２２頁，乙１４，１８） 

 前記ａの作業スケジュールのとおり，γ店においては，通常の営業

と並行して改装工事が進行しており，その間，徐々に既存の売場が縮

小されていき，９月１５日の閉店後は，新装開店に向けての意識付け

やトレーニングを目的とした研修が連日実施されたほか，新装開店後

の売場展開図作成，特売計画作成等の準備作業も併せて行われていた。

また，チーフ以上の従業員は，各部門ごとの会議等に頻繁に参加して

いた。 
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 新装開店準備業務は，原則として，本社で作成した新装開店スケジ

ュールに基づき，本社主導の下，実施されるものであるが，本社のト

レーニンググループ部署（旧販売部）のトレーナーと新装改造店トレ

ーナーが，それぞれ複数の店舗を担当し，新装開店準備業務の指示・

サポートを行うものとされていた関係上，本社のトレーナーが，特定

の店舗に常駐することはなかった。各店舗のチーフは，必要な都度，

トレーナーの指示・サポートを受けるものの，自ら売場展開図作成，

特売計画作成及びチラシ作成等の業務を遂行せざるを得なかった。な

お，γ店の新装開店に当たっての鮮魚部の担当トレーナーは，エリア

トレーナーのＰ１０（Ｐ１０トレーナー）と，新装改造店トレーナー

のＰ１６（以下「Ｐ１６トレーナー」という。）であった（もっとも，

Ｐ１６トレーナーについては，Ｐ１１人事課長が「開店前及び開店直

後までの準備はＰ１６トレーナー中心にされていた。」旨は述べるも

のの〔乙１８〕，γ店に勤務するＰ１２店長，Ｐ１３副店長及びＰ８

サブチーフは，「Ｐ１０トレーナー」について言及するのみで，「新

装改造店トレーナー」についても「Ｐ１６トレーナー」についても供

述していないため，Ｐ１６トレーナーがγ店の新装開店業務において

具体的にどのような指示・サポートを行っていたのかは必ずしも明ら

かでない。）。 

 新装開店前日の９月３０日と当日の１０月１日には，γ店の店長及

び副店長に加えて，本社店舗運営部長及びトレーナーら他店舗からの

応援人員等も来ていた。 

 他方，Ｐ２は，閉店期間中に，１０月２７日に行われるⅥ等級への

事前認定試験（昇格試験）の勉強会に任意で参加していた。 

(キ) 労働時間 

 少なくとも，タイムカードに打刻されている始業就業時間に基づいて
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算定された労働時間に相当する労働があったことについては，当事者間

に争いがない。 

 当事者間に争いのあるタイムカード外労働時間については，後記２で

検討する。 

(3) Ｐ２の精神障害の発病及び死亡に至る経緯（甲１０，１１，乙１の８２な

いし９０，１６１頁，乙１１の８０頁） 

 Ｐ２は，８月２０日ころ，帰宅した際，出迎えた母親のＰ３に対して「出

てくるな。」と怒鳴り，Ｐ３が，ふだんとは異なるＰ２の態度に驚いたこと

があった。 

 Ｐ２は，９月初旬，趣味のビリヤードの道具を，通勤に使用していた自動

車から降ろして自宅に片付けた。 

 Ｐ１３副店長は，９月２９日ころ，Ｐ２の顔色がふだんよりも悪いことに

気付き，声を掛けたが，Ｐ２は生返事をするばかりであった。 

 Ｐ２は，１０月１日午前４時に自宅を出発し，γ店において勤務した後，

翌２日午前零時１５分に帰宅した。その際，Ｐ２は，原告に対して，「やり

終わらない。無理だよ。」と話し，疲れ切った様子であった。 

 Ｐ２は，１０月２日午前４時１０分に自宅を出発し，γ店において勤務し

た後，午後７時３０分ころ，γ店の店長室において，Ｐ１５部長らに対し，

突如として，「接客ができないので辞めさせてください。」と申し出るに至っ

た。Ｐ１５部長，Ｐ１２店長及びＰ１０トレーナーは，Ｐ２の突然の申出に

驚き，場所をミーティングルームに移動して，Ｐ２に対して，退職の理由を

尋ねたり，休養して考え直すことを勧めたりしたが，Ｐ２は，「すみません，

僕は目一杯です。」，「もう接客はできません。」と繰り返すばかりで，一

点をじっと見つめたり，しきりと頭に手をやる仕草をしたりしていた。それ

でも，Ｐ２は，Ｐ１５部長らの度重なる説得に対して，いったんは「もう一

度やってみます。」と回答して，午後１０時３０分ころにγ店を退社し，午
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後１１時３０分ころに帰宅したものの，帰宅後，原告に対しては，「会社を

辞めるって言ってきた。もうできない。」，「１か月は来なくてはならない

と言われたので，１か月やることになった。」，「店では応援の人やＰ１０

さんがバリバリ仕事をしているのに，自分は呆然としてしまい頭が真っ白で

身体が動かなくなり，仕事が手に付かなかった。やめてもいいかな。」と話

した。その際のＰ２は，疲れ切った様子であった。 

 Ｐ２は，▲月▲日午前３時４０分に起床し，原告に対して，退職の手続を

取って来ると告げ，ふだんとは異なり原告と長男の見送りを断って自宅を出

発した。 

 その後，Ｐ２は，同日午前５時３０分ころ，東京都調布市＜以下略＞前路

上に駐車したＰ２所有の普通乗用自動車運転席において，刃渡り４０センチ

メートルの柳刃包丁で自己の左胸部を刺して自殺した。 

(4) 精神障害に関する一般的な医学的見解等 

ア 精神障害とストレスについて（乙３，４） 

 現代精神医学においては，一般に「ストレス－脆弱性」理論により精神

障害の成因が理解されている。 

 「ストレス－脆弱性」理論とは，環境由来のストレスと個体側の反応性

・脆弱性との関係で精神的破綻が生じるか否かが決まり，ストレスが非常

に強ければ，個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし，逆に，個

体側の脆弱性が大きければ，ストレスが小さくても破綻が生じるという関

係にあるとする考え方である。この場合のストレス強度は，環境由来のス

トレスを，多くの人々が一般的にどう受け止めるかという客観的な評価に

よるものとして理解されている。 

イ Ｐ１７大学精神医学教室Ｐ１８の見解（甲１７） 

 不安・焦燥優位のうつ病では，自殺企図の危険は病態の極期にある。 

(5) Ｐ２の死亡に関する医学的見解等 
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ア 東京労働局地方労災医員協議会精神障害等専門部会の意見の概要（乙１

の７６，７７頁） 

(ア) 死亡時の状況によればＰ２は，▲月▲日に自殺したと推定され，家

族は，突発的に自殺したものと主張している。 

 Ｐ２は，１０月１日の帰宅後，家族に対し，「終わらない。無理だよ。」

と述べている。翌２日には，γ店において，上司らに対しても，「退職

したい。接客はできない。」と申し出ており，理由を問われても答えな

いまま，同じ言葉を繰り返している。 

 以上のことから，既にこの時期に何らかの精神状態の変調があったも

のと考えられ，発病が明らかになった時期は，平成１５年９月下旬ころ

と思われる。病名は，気分障害（ＩＣＤ－１０のＦ３）と考えられる。 

(イ) Ｐ２は，「平成１５年４月」（実際は３月）にα店からβ店に人事

異動し，その２か月後の６月に，チーフ昇格を伴いγ店に人事異動して

いる。 

 これは，判断指針別表１に例示された出来事の類型として「役割・地

位等の変化」，具体的出来事として「転勤をした」に該当し，平均的な

心理的負荷の強度は「Ⅱ」である。 

 心理的負荷の強度を修正する視点として，「職種・職務の変化の程度，

転居の有無，単身赴任」があるが，「４月」（実際は３月）の転勤では

これらに類する変化のないものであることから，心理的負荷の強度を修

正し，「Ⅰ」とする。６月の転勤については，昇格を伴っており職務の

変化が認められるが，修正の必要が認められるほど大きなものとはいえ

ない。したがって，心理的負荷の強度は「Ⅱ」である。 

 職場における出来事に伴う変化等を検討する視点においては，仕事の

量は労働時間から見て大きな変化とはいえない。仕事の質・責任の変化

については，チーフ就任に伴う部下の育成・教育，管理の業務のほか，
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発注管理，売上げの把握と報告とが挙げられるが，チーフ就任がＰ２の

経歴からして異例なものではないことから，経験と適応能力から見て通

常予測される変化と比べて過大なものとはいえない。 

 なお，Ｐ２の死亡直前の１０月１日に所属店舗の新装開店があり，こ

れに伴う準備等で早朝から深夜までの長時間労働が生じているという事

実がみられる。このことが精神障害を発病していたＰ２に心理的負荷を

与えたことは否定できないが，準備作業は，新装開店日を含めて直前の

３日間に限られ，作業時期やその間繁忙となることが予測されていたも

のであること，準備作業の実施前は店舗を閉鎖しており，通常時よりも

軽減された労働時間であったことからすれば，判断指針における「出来

事」と評価することはできない。 

 以上より，本件の職場における心理的負荷の総合評価は「中」である。 

イ Ｐ１９事務所Ｐ２０の意見の概要（乙２６） 

 Ｐ２は，１０月２日に職場の上司に対して会社を辞めることを告げてお

り，理由を聞かれても同じことを繰り返して答えており，この時点では既

に，うつ病と思われる精神障害を発症していたと思われる。このため，う

つ病発症時期は，９月下旬と推測される。 

２ 争いのあるタイムカード外労働時間 

(1) タイムカード外労働時間 

 タイムカード外労働時間については，証拠上，少なくとも被告主張のとお

り認めることができ，Ｐ２の時間外労働時間数は，別紙３「労働時間集計表」

のとおり認めるのが相当である。 

 そうすると，Ｐ２の時間外労働時間数は，発症前７か月目（平成１５年３

月１日から３１日まで）が７４時間５２分（そのうち，α店における労働は

３月１日から１５日まで３９時間３３分，β店における労働は３月１６日か

ら３１日まで３５時間１９分），発症前６か月目（４月１日から３０日まで）
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が７６時間３１分，発症前５か月目（５月１日から３１日まで）が８２時間

３３分，発症前４か月目（６月１日から３０日まで）が９４時間４２分，発

症前３か月目（７月１日から３１日まで）が９０時間４５分，発症前２か月

目（８月１日から３１日まで）が７１時間２６分，発症前１か月目（９月１

日から３０日まで）が３０時間３分，死亡直前の１０月１日，２日が合計１

７時間５６分となる。 

 また，新装開店日である１０月１日前後の労働時間は，９月２８日が午前

７時３０分から午後８時３０分まで（労働時間１２時間），９月２９日が午

前８時５３分から午後７時３９分まで（労働時間９時間４６分），９月３０

日が午前７時５１分から午後１０時２２分まで（労働時間１３時間３１分），

１０月１日が午前４時３８分から午後１１時２９分まで（労働時間１７時間

５１分），１０月２日が午前４時３７分から午後９時４２分まで（労働時間

１６時間５分）である。 

 Ｐ２の休暇の取得状況は，発症前７か月目が９日，発症前６か月目が９日，

発症前５か月目が８日，発症前４か月目が６日，発症前３か月目が６日，発

症前２か月目が９日，発症前１か月目が８日である。 

(2) タイムカード外労働時間に関する原告の主張について 

ア β店におけるサービス残業の有無及び状況について 

 原告は，β店において，同店店長の指示によってタイムカードを打刻し

た後も毎日平均２時間程度のいわゆるサービス残業があったと主張し，そ

の根拠として，家族が元アルバイト従業員のＰ２１から聴取した内容（乙

１の１１２頁）のほか，本件会社の労働組合が当時サービス残業をなくす

ための活動をしていたこと（甲７，１３）及びβ店における施錠のセット

・解除時刻（乙１の１９６，１９７頁）を挙げている。 

 しかしながら，Ｐ２の勤怠管理を担当していたわけではない元アルバイ

ト従業員からの聴取内容や労働組合の活動については，いずれもＰ２の就
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労時間を具体的に裏付けるものではない。また，Ｐ２が店舗の施錠のセッ

ト・解錠操作を担当していたことを認めるに足りる証拠もないから，施錠

のセット・解錠時刻が直ちにＰ２のサービス残業を裏付けるわけではない。

そして，γ店Ｐ８サブチーフや青果部チーフであったＰ２２がいずれも「タ

イムカードを打刻した後に作業場に戻ることはない。」と述べていること

（乙１３，１４）に加えて，本件会社においては平成１５年当時はタイム

カードの打刻時刻いかんにかかわらず一律の時間外手当しか支給していな

かったことからすれば，店長が従業員に対してタイムカードを業務終了よ

りも早く打刻するように指示する理由もなかったといえる。 

 したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

イ 原告の算定資料の信用性について 

 まず，Ｐ２の手帳（甲１）については，Ｐ２自身が業務に関して日々

記録していたものであり，業務の有無や内容について一応の信用性が

あるというべきであり，前記(1)認定のタイムカード外労働時間につい

ても，これを根拠としている部分があるが，家族の記憶（甲１０，１

１，乙１の７９ないし８１，乙１７，証人Ｐ３，原告本人）について

は，過去の長期に渡る出来事に係るものであるから，一般に，その信

用性は，必ずしも高いとはいえないし，Ｐ３の日記（甲２の１・２）

の記載及びこれと一致する家族の記憶についても，Ｐ２の外出の事実，

出発・帰宅状況等の生活状況全般については一応の裏付けとなるもの

の，Ｐ２の具体的な労働時間の裏付けとするには足りないというべき

である。また，通話記録及び家族によるＰ７らの聞き取り結果（甲３，

５）については，Ｐ２が本件会社関係者と通話した事実及びＰ７がＰ

２に電話で仕事に関する相談などをしていた事実がうかがえるが，通

話記録にある時間帯にどのような内容の会話をしたか個別に特定する

ことはできず，結局，Ｐ２の就労の事実との関連性が不明であるから，
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具体的な労働時間の裏付けとするに足りないといわざるを得ない。さ

らに給油記録（甲４の１ないし３，甲６の１及び２，甲８）について

も，Ｐ２が当該時刻に自宅付近にあるガソリンスタンドにおいて給油

した事実を認めることができるが，Ｐ２の就労の事実との関連性が不

明であり，具体的な労働時間の裏付けとするには足りないというべき

である。 

ウ その他の原告主張について 

 歓送迎会の所要時間は，労働時間として評価することができないという

べきであるから，これを労働時間として算定するのは相当でない。 

エ 以上に照らせば，タイムカード外労働時間に関する原告の主張は，いず

れも採用することができない。 

３ 判断 

 前記１及び２の認定・判断を踏まえて，以下，業務起因性についての判断を

する。 

(1) 業務起因性に関する法的判断の枠組みについて 

 労働基準法及び労災保険法に基づく保険給付は，労働者の業務上の疾病に

ついて行われるところ，業務上疾病にかかった場合とは，労働者が業務に起

因して疾病にかかった場合をいい，業務と疾病との間には，条件関係が存在

するのみならず，相当因果関係があることが必要であると解される（最高裁

昭和５１年１１月１２日第二小法廷判決・裁判集民事１１９号１８９頁参

照）。 

 そして，労働基準法及び労災保険法による労働者災害補償制度は，使用者

が労働者を自己の支配下に置いて労務を提供させるという労働関係の特質を

考慮し，業務に内在する各種の危険が現実化して労働者が疾病にかかった場

合には，使用者に無過失の補償責任を負担させるのが相当であるという危険

責任の法理に基づくものであるから，業務と疾病との間の相当因果関係の有
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無は，その疾病が当該業務に内在する危険が現実化したものと評価し得るか

否かによって決せられるべきである（最高裁平成８年１月２３日第三小法廷

判決・裁判集民事１７８号８３頁，最高裁平成８年３月５日第三小法廷判決

・裁判集民事１７８号６２１頁）。 

 また，今日の精神医学的・心理学的知見としては，環境由来のストレスと

個体側の反応性・脆弱性との関係で精神的破綻が生じるか否かが決まり，ス

トレスが非常に強ければ，個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし，

逆に，個体側の脆弱性が大きければ，ストレスが小さくても破綻が生じると

するいわゆる「ストレス－脆弱性」理論が広く受け入れられている。 

 そうすると，労災保険の危険責任の法理及び「ストレス－脆弱性」理論の

趣旨に照らせば，業務の危険性の判断は，当該労働者と同種の平均的な労働

者，すなわち，何らかの個体側の脆弱性を有しながらも，当該労働者と職種，

職場における立場，経験等の点で同種の者であって，特段の勤務軽減まで必

要とせずに通常業務を遂行することができる者を基準とすべきである。この

ような意味での平均的労働者にとって，当該労働者の置かれた具体的状況に

おける心理的負荷が一般に精神障害を発病させ死亡に至らせる危険性を有し

ているといえ，特段の業務以外の心理的負荷及び個体側の要因のない場合に

は，業務と精神障害発病及び死亡との間に相当因果関係が認められると解す

るのが相当である。 

 そして，判断指針・改正判断指針は，いずれも精神医学的・心理学的知見

を踏まえて作成されており，かつ，労災保険制度の危険責任の法理にもかな

うものであり，その作成経緯や内容に照らして不合理なものであるとはいえ

ない。 

 したがって，基本的には判断指針・改正判断指針を踏まえつつ，当該労働

者に関する精神障害発病に至るまでの具体的事情を総合的に斟酌して，業務

と精神障害発病との間の相当因果関係を判断するのが相当である。 
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 なお，改正判断指針は，処分行政庁による本件処分時には存在しなかった

ものであるが，判断指針・改正判断指針は，いずれも裁判所による行政処分

の違法性に関する判断を直接拘束する性質のものではないから，当裁判所は，

判断指針のみならず，改正判断指針に示された事項をも考慮しつつ，総合的

に本件処分の違法性を検討するものとする。 

(2) Ｐ２の精神障害について 

 前記１(3)記載のＰ２の死亡に至る経緯及び同(5)記載の医学的見解等を総

合すれば，Ｐ２は，遅くとも平成１５年９月下旬ころに，ＩＣＤ－１０のＦ

３に該当する「気分障害」又はうつ病（以下「本件疾病」という。）を発病

したと認めるのが相当である。 

(3) 業務による心理的負荷の強度について 

ア 本件疾病発病前の業務上の出来事 

 Ｐ２が３月１６日にβ店に異動したことは，「転勤をした」（心理的負

荷強度「Ⅱ」）に該当し，６月１日にチーフ就任を伴ってγ店に異動した

ことは，「転勤をした」（心理的負荷強度「Ⅱ」）及び「自分の昇格・昇

進があった」（心理的負荷強度「Ⅰ」・改正判断指針）に該当する。 

 そして，前記１(2)エ(イ)記載のとおり，本件会社は，平成１５年当時，

鮮魚部門強化の営業戦略を打ち出すとともに，全店舗を挙げての業績改善

のための経営政策の一環として，特に，γ店を含む６店舗の新装開店を計

画し，γ店に限っても１億６１００万円もの資金を投じて１階部分を７０

坪増床し，鮮魚売場を５割強も拡大して「シースルー作業場」を導入する

などして（社内的には，改装の「最大のウリ」と位置付けていた。）売上

増加を目指し，新装開店後のγ店全体として，前年度比１３１パーセント

増の４２０万円の計画日商を目標としていた。そして，Ｐ２は，新任のチ

ーフとして，γ店鮮魚部門の責任者として赴任して間もなく新装開店業務

に従事したほか，その後の計画日商達成のために，鮮魚部門の現場の陣頭
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指揮を取ることが期待されていたと認められることからすれば，Ｐ２が鮮

魚部のチーフに就任してγ店において新装開店準備業務に従事したこと

は，「新規事業の担当になった，会社の建て直しの担当になった」（心理

的負荷強度「Ⅱ」）に当たるといえる。 

イ 出来事の内容等による心理的負荷の強度の修正 

(ア) ３月１６日から５月３１日までのβ店における業務 

 前記１(2)イ，ウ及び２記載のとおり，前任地のα店に勤務していた際

と比較すると，通勤時間が長時間になった上，β店の売上規模は大きく，

Ｐ２の取り扱う業務量も増大していたことが予想され，実際に，Ｐ２の

５月の時間外労働時間数は８０時間を超えていたことが認められる一方

で，異動に転居や単身赴任は伴っていないこと，Ｐ２は，平成１２年１

０月１日以降約２年半にわたって，α店においても鮮魚部サブチーフを

経験していたことなどを総合考慮すれば，Ｐ２がβ店に異動して鮮魚部

サブチーフとして勤務したことによる心理的負荷の強度については，こ

れを「Ⅱ」から修正するには至らないというべきである。 

(イ) ６月１日からのγ店における業務 

 次に，Ｐ２がγ店にチーフ就任を伴って異動して鮮魚部チーフとして

勤務したことについて検討する。 

ａ 異動間隔 

 Ｐ２は，β店への異動から２か月半でγ店に異動しているところ，

２か月半という異動間隔は，人事異動が不定期に行われる本件会社に

おいても，比較的まれなものであった（前記１(2)ア(ウ)）。 

ｂ チーフ就任に伴う業務の質・量の増加 

 チーフは，本件会社において，全正社員の約４分の１の割合を占め

る役職であり，Ⅵ等級の資格で就任する者が多数を占め，Ⅴ等級の資

格で就任することは少なかったことが認められる。その証拠に，Ｐ２



 

40 

を含む大卒の同期入社の正社員１１名のうち，Ⅴ等級の資格のままチ

ーフに就任したのはＰ２のみであった（前記１(2)エ(ア)）。 

 Ｐ２は，γ店への異動と同時に新任のチーフに就任したことに伴い，

同店において，前記１(2)エ(エ)記載の鮮魚部の基本的な業務に加え

て，チーフの業務として義務付けられている同(オ)記載の鮮魚部門会

議・店舗運営本部会議（いずれも月１回程度開催）への出席，売上報

告（１週間単位での本社への報告及び月２回の店舗運営本部への報

告），販売計画（自店の売上状況に基づき本社の基本構成を修正・報

告する作業，特売商品及び準特売商品の決定，売場展開図作成，チラ

シ作成等）の立案，部下の育成教育（部下の正社員及びパート・アル

バイト従業員に対する教育，作業指示書作成，成績考査，勤務時間管

理等）などの業務を担当することとなった。 

 この点，チーフ経験者であるＰ１４チーフ及びＰ１０トレーナーは，

共にチーフ業務の中でも部下の育成教育に係る人事管理業務が最も気

を遣い大変であり，チーフにはサブチーフとは異なる責任があると述

べており，人事管理業務は，チーフの各種業務の中でも，困難な業務

として位置付けられている（前記１(2)エ(オ)）。 

 もっとも，Ｐ２は，かねてからチーフ就任を希望しており，サブチ

ーフとして２店舗で合計約２年８か月の経験を有し，人事考課の成績

も優秀であり，平成１４年度の能力考課において，売場作り・発注等

の「基本業務」及び販売計画・数値管理等の「計画業務」は「Ａ（優

秀）」と評価されていたものの，部下育成等の「労務管理業務」につ

いては，「Ｂ（期待どおり）」と評価されており，入社時からの４期

を通じて同じ評価のままであった（前記１(2)ア(イ)，イ）。これによ

ると，Ｐ２は，他の業務と比較しれば，労務管理業務を不得手にして

いた事実がうかがわれる。 
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 このように，Ｐ２の業務は，チーフ就任に伴い質・量ともに増加し，

特に，Ｐ２が比較的不得手としていた部下の育成教育業務の責任が以

前にも増して重くなったものと評価するのが相当である。 

ｃ 新装開店準備業務 

 上記アでも判示したとおり，γ店は，本件会社が全社規模の業務改

善政策の一環として実施した新装開店事業の重点対象６店舗のうちの

１店舗として位置付けられており，Ｐ２の異動日から４か月後の１０

月１日には新装開店を控えていた。また，γ店においては，当時の営

業利益（最盛期の約６分の１である約２５００万円）の約６倍以上に

当たる１億６１００万円もの巨費を投じて店舗の改装等を実施し，新

装開店後の店舗全体の計画日商を前年度比１３１パーセントとする目

標を掲げていた。さらに，本件会社は，平成１５年当時，特に鮮魚部

門の営業環境の強化を図っており，γ店においても，上記店舗改装の

一環として，「最大のウリ」と称して鮮魚部の売場面積を拡大した上，

顧客から作業場を見通すことができる「シースルー作業場」を導入す

るなどの思い切った模様替えを計画していた（前記１(2)エ(イ)）。 

 そして，前記１(2)エ(ア)記載の本件会社関係者の各供述によれば，

Ｐ２は，上記のようなγ店を取り巻く営業環境の下，成績優秀のため，

新装開店を控えたγ店鮮魚部門の責任者としてのチーフに抜てきされ

たことがうかがえる。また，本件会社の人事考課においては，成績考

課の要素として，営業部門において各人に与えられた数値予算が対象

期間中にどの程度達成されたのかを評価する「数値責任」という項目

があり，チーフの場合は，成績考課全体の中での数値責任の評価割合

は２０パーセントを占めること（前記１(2)ア(イ)），Ｐ１１人事課長

が「γ店への異動時のＰ２への期待は将来に対するものである。」，

「Ｐ２に期待されていたのは本社の応援がなくなる２か月後からであ
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る。」と述べていること（前記１(2)エ(ア)）などからすれば，Ｐ２は，

本件会社の新装開店事業における数少ない重点店舗のうちの１店舗と

してのγ店において，新任のチーフに就任すると直ちに新装開店準備

業務に現場担当者として従事するとともに，新装開店後の営業・労務

管理等に関する各種研修等への参加を義務付けられて，いやがうえに

も新装開店後のチーフとしての業務や数値目標の達成等に対する意識

の高揚が図られたことがうかがわれる上，それに続く新装開店後の業

務においては，鮮魚部の責任者として，鮮魚部門の売上増を期待され，

その結果を基に成績評価がされる立場にあったものと認めることがで

きる。 

 また，Ｐ２を含む同期入社の正社員１１名のうち，チーフ就任とと

もに新装開店事業の対象店舗に異動した者は，Ｐ２のみであった（前

記１(2)エ(ア)）。そして，Ｐ２は，家族に対して，チーフに就任する

ことについて不安な様子も見せていた（前記１(2)エ(ア)）。 

ｄ 心理的負荷の強度修正 

 以上をまとめると，γ店への異動は，前回の異動から異例の短い間

隔での異動であり，当該異動そのものも，人間関係を含む労働環境の

変化という意味では，Ｐ２にとって負担の大きいものであったと認め

られる上，能力・経験の乏しいⅤ等級の資格のままで新任のチーフに

就任し，直ちに新装開店を控えた店舗の一部門の責任者として異動す

ることは，同期入社した正社員の中でも例を見ないものであったこと，

チーフ就任に伴い業務の質・量ともに増加し，特に比較的不得手な部

下の育成教育業務による負担が増加したと考えられること，γ店は，

本件会社の新装開店事業の重点対象６店舗のうちの１店舗であり，当

時の営業利益の６倍以上に当たる巨費を投じて店舗の改装等を実施

し，前年比１３１パーセントの売上増を目標に掲げていたこと，本件
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会社は，平成１５年当時，特に鮮魚部門の営業環境の強化を図ってお

り，γ店においても，上記店舗改装の一環として，「シースルー作業

場」を導入するなどの思い切った模様替えを計画しており，鮮魚部門

の営業強化が重視されていたといえること，Ｐ２は，そのような営業

環境の下，新任のチーフに就任し，鮮魚部門の責任者として，自らの

人事考課にも直結する新装開店後の売上増を期待される立場に置かれ

た状態で，新装開店に向けた準備業務に従事しながら，各種研修等へ

の参加を義務付けられ，新装開店後の業務や数値目標の達成等のため

の意識高揚が図られることで，チーフ就任後の業務に対する不安もの

ぞかせていたことからすれば，γ店の新装開店後の業務の遂行等に対

する強度の精神的プレッシャーを感じていたことが認められるから，

その心理的負荷は相当強いものであったというべきであり，心理的負

荷の強度を「Ⅲ」に修正するのが相当である。 

ウ 出来事の重複，労働時間，周囲の支援状況等による心理的負荷の評価 

(ア) 出来事の重複 

 上記ア，イで検討したとおり，本件においては，β店への異動後間も

ないγ店への異動に加えて，新任のチーフ就任，各種研修等への参加の

義務付けを含む新装開店準備業務といった複数の業務上の出来事が重

なっていたと評価される。 

(イ) 労働時間 

 前記２記載のとおり，β店における時間外労働時間は，３月１６日か

ら３１日までの半月間で３５時間１９分，４月１日から３０日までが７

６時間３１分，５月１日から３１日までが８２時間３３分と，増加しつ

つあった上に，γ店に異動した後は，６月１日から３０日までが９４時

間４２分，７月１日から３１日までが９０時間４５分とさらに増加し，

５月から７月までの間の１か月当たりの時間外労働時間は８０時間を超



 

44 

えている。特に，γ店における６，７月の労働時間が長時間化したこと

については，Ｐ２の下に配置されていたＰ６サブチーフが初任で経験が

浅く技術も未熟であったため（前記１(2)エ(ウ)），チーフのＰ２がその

作業等をフォローする必要もあったことによることも一因であったもの

と考えられる。 

 このように，β店異動後のＰ２の労働時間は，漸次長時間化する傾向

にあり，その間，Ｐ２には疲労が蓄積していったものと認めるのが相当

である。 

そして，前記１(2)エ(カ)及び２記載のとおり，確かに，１０月１日の

新装開店が予定されていたγ店においては，改装工事が進むにつれて次

第に売場が縮小されて営業に係る業務量も減少し，９月１６日には，本

社主導の本格的な新装開店準備のためにいったん閉店されたため，Ｐ２

の業務内容としては，他店等においての研修等が主なものとなったこと

から，８，９月の労働時間そのものは短くなっていることが認められる。

しかしながら，前記１(2)エ(カ)記載のとおり，当該研修等は，γ店の新

装開店に向けての意識の高揚や具体的な業務内容に関するトレーニング

等を目的とした重要かつ実践的な内容のものであり，それ自体，精神的

な緊張を伴うものであったものと認められるし，Ｐ２は，γ店の鮮魚部

門を預かる新任のチーフとして，上記研修等のほかにも，新装開店後の

売場展開図作成，特売計画作成等の業務に従事していたものであって，

上記研修及び新装開店に向けての業務等は，いずれもいやがうえにも新

装開店後の売上増に対する関係各人の役割や期待を認識させるものであ

り，これらの研修や業務等を通じて，新装開店が近付くにつれて精神的

プレッシャーが高まっていったものと考えるのが相当である（本件会社

がＰ２に期待していたのは，γ店が新装開店して本社の応援がなくなる

２か月後からのことである旨の指摘もあるが，Ｐ２にとって直接的な期
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待がかかる時期が新装開店が近付くにつれて接近してくるものであるか

ら，前記研修や新装開店に向けての業務等がＰ２に対して与えた精神的

プレッシャーを軽視することはできない。）。よって，単純に労働時間

が短くなったことのみを捉えて，Ｐ２が，その間，心身ともに休息して

疲労を回復することができる状況にあったとは認め難いというべきであ

る。 

また，前記１(2)エ(カ)記載のとおり，Ｐ２がこの期間を利用して任意

にⅥ等級への昇格試験の準備のための勉強をしていたことが認められ

る。しかし，前記１(2)エ(エ)記載のとおり，チーフにはⅥ等級の資格の

正社員が就任する例が多く，Ｐ２と同期入社した正社員のうちⅤ等級の

資格のままでチーフに昇格したのがＰ２だけであったことからすれば，

Ｐ２が昇格試験の勉強をしていたというエピソードは，Ｐ２の余裕の現

れと見るべきではなく，Ｐ２が，多忙な業務の間隙の中の物理的な労働

時間の減少を利用して，その間に早急にチーフに見合った能力・成績を

身に付けようと努力していたものと考えるのが相当であり，かえって，

その当時，Ｐ２には，チーフ就任に伴う強い精神的プレッシャーがあっ

たことをうかがわせる行動と評価すべきである。 

 さらに，前記１(2)エ(カ)及び２記載のとおり，γ店の新装開店前後に

おいては，事前に繁忙度が予測できたし，他店舗等からの応援の人員も

配置されていたとはいえ，客観的に，新装開店の直前・直後の９月２８

日から１０月２日までの間には，連続した長時間労働があったことが認

められ（休憩時間各１時間を除き，９月２８日が午前７時３０分から午

後８時３０分まで１２時間，９月２９日が午前８時５３分から午後７時

３９分まで９時間４６分，９月３０日が午前７時５１分から午後１０時

２２分まで１３時間３１分，１０月１日が午前４時３８分から午後１１

時２９分まで１７時間５１分，１０月２日が午前４時３７分から午後９
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時４２分まで１６時間５分），Ｐ２の当時の業務内容や精神状態にかん

がみれば，事前に繁忙度が予測されたとしても，その事実のみから疲労

の蓄積の程度が軽減することはないし，前記１(2)エ(カ)及び後記(3)で

認定・判断する人的応援の規模に照らせば，短期間の過重労働によって，

Ｐ２の疲労の蓄積の程度はより強まったものと認めるのが相当である。 

 なお，前記(2)認定のとおり，Ｐ２の本件疾病の発病時期は，一応，９

月下旬ころであると認められるが，Ｐ２には，本件疾病に関する通院歴

はなく，その発病時期については，一定程度の幅をもってとらえるのが

相当であるから，発病時期ないしそれに近接する９月２８日から１０月

２日まで間の長時間労働等の出来事についても，発病時期後の出来事と

して排除するのは相当でなく，業務による心理的負荷を評価するに当

たっての考慮要素とするのが相当である。 

(ウ) 周囲の支援状況 

 前記１(2)エ(カ)記載のとおり，本件会社においては，新装開店準備業

務については，現場の店舗ではなく本社が主導するため，本社のトレー

ニンググループ部署のトレーナーと新装改造店トレーナーが，新装開店

準備業務の指示・サポートをすることとされていたところ，γ店の新装

開店業務においても，エリアトレーナーのＰ１０トレーナーと新装改造

店トレーナーのＰ１６トレーナーが担当して業務に当たっていた（前記

のとおり，Ｐ１６トレーナーの具体的な関わり方については，現場関係

者の言及もなく，必ずしも明らかでない）。その一方で，本社所属のト

レーナーらは，それぞれ複数の店舗を掛け持ちで担当するため，特定の

店舗に常駐することはなく，結局，各店舗の売場部門の責任者であるチ

ーフが，本社所属のトレーナーの指示に基づき，売場展開図作成，特売

計画作成及びチラシ作成等の業務を担当せざるを得なかった。 

 このように，現場の店舗が，新装開店するに当たって，本社所属のト
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レーナーらの指示・サポートを受けることが可能であるとはいっても，

実際には，店舗に常駐しないトレーナーが，現場作業，特に売場展開図

やチラシ作成等の細かな作業を具体的に分担することまでは想定されて

いないため，こうした現場の細かい作業の負担については，現場のチー

フの責任に負うところが大きかったと見るべきである。この点，Ｐ２の

手帳やメモ（甲１，９，１５）の記載内容を見ても，Ｐ２が新装開店業

務に従事した期間全体を通じて，「チラシ」や「展開図」等の記載が多

く認められ，これらに関わる各種現場作業が，Ｐ２の具体的な業務とし

て比較的大きな割合を占めていたことがうかがわれる。 

 また，トレーナーが対象店舗に常駐しないことによって，現場で生じ

た問題や疑問点に対して，本社の立場から迅速に回答・助言をすること

ができない場合もあり得ることが当然に予想されるため，特にＰ２のよ

うな新任のチーフにとっては，必ずしも充分なサポート体制にあったと

までは言い難い側面もある。 

 結局，本件会社は，若年ながら仕事熱心で成績も良いＰ２に期待し，

また，Ｐ２の一層の発展のための場を提供する意図も持って，Ｐ２をγ

店の鮮魚部門のチーフとしたものと考えられるが，同店の新装開店準備

業務における周囲の支援状況については，特に新任のチーフにとっては，

必ずしも物理的・心理的に充分なものであったとまでは言い切れないと

解される。 

(エ) 以上のとおり，本件においては，業務上の出来事が複数重なってい

ること，継続的な長時間労働によって疲労が蓄積しており，労働時間が

いったん減少した期間においても，それ自体で緊張を強いられる新装開

店に向けた研修への参加等が義務付けられており，心身ともに休息でき

る状況にあったとは言い難く，新装開店直前・直後には再び１日１０時

間を超える長時間労働が数日間続いたこと，γ店の新装開店業務におけ
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る周囲の支援状況も新任のチーフにとっては必ずしも充分であったとま

では言い切れないことからすれば，Ｐ２の業務による心理的負荷の程度

は，少なくとも「相当程度過重」であったと評価するのが相当である。 

エ 総合評価 

 以上の検討結果を踏まえて検討する。 

 Ｐ２の業務について，β店への異動後短期間でのγ店への異動と同時に，

新任のチーフへの就任，新装開店準備業務の担当等といった出来事の重な

り，チーフ就任に伴う業務の質的・量的な増加に加えて，自身の人事考課

の重要な要素ともなる新装開店後の売上増を期待される立場に置かれたこ

とに伴う強度の精神的プレッシャー，周囲の支援状況，長時間労働による

疲労の蓄積等を総合的に検討すれば，原告指摘にかかるその他の業務上の

出来事について検討を加えるまでもなく，Ｐ２の本件疾病発病前の業務の

心理的負荷の総合評価は，「強」であるとするのが相当である。 

(4) 業務以外の心理的負荷，個体側要因 

 証拠上，Ｐ２に精神障害が発病する原因となるべき業務以外の心理的負荷

要因も，精神障害の発症につながる個体側要因も存在しない。 

(5) 業務起因性 

 以上のとおり，Ｐ２の本件疾病発病前の業務の心理的負荷の総合評価は

「強」であり，その他精神障害の発病につながる業務以外の心理的負荷や個

体側要因もないのであるから，判断指針・改正判断指針によっても，Ｐ２の

本件疾病発病が同人の業務に起因するものであると認めることができる。 

 そして，本件疾病に伴う衝動的な希死念慮の他に，Ｐ２が自殺を図るよう

な要因・動機を認めるに足りる証拠もないから，Ｐ２の自殺についても，同

人が従事した業務に内在する危険が現実化したものと評価するのが相当であ

る。 

 したがって，Ｐ２の本件疾病の発病及びこれによる自殺は，Ｐ２が，その
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業務の中で，同種の平均的労働者にとって，一般的に精神障害を発症させる

危険性を有する心理的負荷を受けたことに起因して生じたものと認めるのが

相当であり，Ｐ２の業務と本件疾病発病及び自殺との間に相当因果関係の存

在を肯定することができる。 

第４ 結語 

 以上の次第で，Ｐ２の精神障害の発病及び自殺が業務上の事由によるものと

は認められないとして原告に対する遺族補償給付及び葬祭料を支給しないとし

た本件各処分は違法であり，取消しを免れない。 

 よって，主文のとおり判決する。 
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